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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本配線システム工業会（JEWA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日

本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日

本産業規格である。これによって，JIS C 8281-1:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 8281 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 8281-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS C 8281-2-1 第 2-1 部：電子スイッチの個別要求事項 

JIS C 8281-2-2 第 2-2 部：電磁遠隔制御式スイッチ（RCS）の個別要求事項 

JIS C 8281-2-3 第 2-3 部：遅延スイッチ（TDS）の個別要求事項 
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日本産業規格          JIS 
 C 8281-1：2019 
 

家庭用及びこれに類する用途の 

固定電気設備用スイッチ－第 1 部：一般要求事項 

Switches for household and similar fixed electrical installations- 

Part 1: General requirements 

 

序文 

この規格は，2017 年に第 4 版として発行された IEC 60669-1 を基とし，主に我が国固有の配電事情など

を考慮し，技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，家庭用及びこれに類する固定電気設備用であって，屋内用又は屋外用の，定格電圧が 440 V

以下及び定格電流が 63 A 以下の交流専用の手動式の汎用機能スイッチの一般事項について規定する。 

なお，この規格は，定格電流が 16 A 以下のねじなし端子付きスイッチにも適用する。 

附属書 D の絶縁被覆貫通形端子を備えるスイッチ（IPT's）の定格電流は，16 A 以下である。 

注記 1 （対応国際規格の注記 1 は，規定であるため，本文に移した。） 

この規格は，JIS C 60364（規格群）の規定による施設で使用するスイッチに適用する。この規格を適用

するスイッチは，対応できる場合，通常使用における次の全ての回路の制御を意図している。 

注記 1A この規格で，JIS C 60364（規格群）の規定による施設とは，電気事業法に基づく電気設備

の技術基準の解釈の第 218 条に規定する施設をいう。 

－ タングステンフィラメントランプ（白熱電球）負荷回路 

－ 制御装置非内蔵形ランプ負荷回路（ランプの外部に制御装置を接続した照明器具を負荷とする回路）

（負荷の例：LED 照明器具，蛍光灯器具など） 

－ 制御装置内蔵形ランプ負荷回路（負荷の例：電球形 LED ランプ，電球形蛍光ランプなど） 

－ 力率が 0.95 以上の実質上の抵抗負荷回路 

－ 力率が 0.6 以上であって，定格電圧が 250 V で，定格電流が 3 A 以下（750 VA），及び定格電圧が 120 V

で，定格電流が 4.5 A（540 VA）以下のモータ負荷用の単相回路。定格が 10 A 以上のスイッチ及び定

格が 6 A 以上の瞬時接触スイッチは，追加試験をせずに適用する。 

注記 2 （対応国際規格の注記 2 は，他国に関する情報であるため，この規格では適用しない。） 

この規格は，スイッチ用取付ボックスにも適用する。ただし，埋込形スイッチ用取付ボックスは適用し

ない。 

注記 3 埋込形スイッチ用取付ボックスは，JIS C 8462-1 参照。 

この規格は，次のスイッチにも適用する。 


